
- 1 -

３．技術資料

３－１使用アプリケーション及びバージョンの指定

技術資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は

次のいずれかを指定する。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に

利用しないよう入札参加者に明示するものとする。

番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式

１ 一太郎 Ver8形式以下での保存

２ Microsoft Word Word97形式以下での保存

３ Microsoft Excel Excel97形式以下での保存

４ その他のアプリケーション PDFファイル（Acrobat5以下で作成のもの）

画像ファイル（JPEG形式及びGIF形式）

上記に加え特別に認めたファイル形式

３－２圧縮方法の指定

ファイル圧縮を認める場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。

ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。

３－３郵送を認める基準

技術資料の容量が１MBを超える場合には、原則として郵送による提出を求めるものとす

る。

また、案件の特性等により、すべての電子入札による入札参加者に対して郵送での提出

を求めることができるものとする。

３－４郵送の方法及び時間設定

郵送での提出を認める場合には、必要書類の一式を郵送するものとし、電子入札システ

ムでの提出との分割は認めない。また、郵送による提出を認める場合は、電子入札システ

ムにより、技術資料として下記の内容を記載した書面の送信を求めるものとする。

１ 郵送する旨の表示

２ 郵送する書類の目録

３ 郵送する書類のページ数

４ 発送年月日

郵送の締切（必着。以下同じ ）は、電子入札システムの締切の日時と同一とする。ま。

た郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用させるものとし、郵送

された資料を受領した場合にはすみやかに電子入札システムによる受付票の発行を行うも

のとする。

３－５ウィルス感染ファイルの取扱い

入札参加者から提出された技術資料へのウィルス感染が判明した場合、直ちに閲覧等を
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中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、再提出の方法につ

いて協議するものとする。

電子ファイルによる再提出は、入札参加者において完全なウィルス駆除が行えると判断

される場合に限り許可するものとし、郵送等による再提出が行われた場合には、発注者は

、 。郵送等された資料の受領確認後 電子入札システムによる受付票の発行を行うものとする


